
議 第 １ １ ９ 号  

 

市 立 児 童 ク ラ ブ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 市 立 児 童 ク ラ ブ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） １ ２ 月 ５ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 立 児 童 ク ラ ブ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 立 児 童 ク ラ ブ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ７ 年 条

例 第 ３ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 の 表 中 「 柏 崎 市 立 剣 野 第 一 児 童 ク ラ ブ 」 を 「 柏 崎 市 立 西 第 一

児 童 ク ラ ブ 」 に 、 「 柏 崎 市 立 剣 野 第 二 児 童 ク ラ ブ 」 を 「 柏 崎 市 立 西 第

二 児 童 ク ラ ブ 」 に 、 「 柏 崎 市 立 日 吉 児 童 ク ラ ブ 」 を 「 柏 崎 市 立 桜 通 児

童 ク ラ ブ 」 に 、  

「  

柏崎市立中通児童クラブ 柏崎市大字曽地130番地 

柏崎市立北条児童クラブ 柏崎市大字北条1981番地1 

柏崎市立米山児童クラブ 柏崎市米山町304番地4 

柏崎市立鯨波児童クラブ 柏崎市大字鯨波乙1032番地 

」 を  

「  

柏崎市立北条児童クラブ 柏崎市大字北条1981番地1 

                           」 に 改 め
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る 。  

第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 ４ ， ７ ５ ０ 円 」 を 「 ５ ， ２ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項

た だ し 書 中 「 ９ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 １ １ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 ２ 条 の 表 に 掲 げ る 児 童 ク ラ ブ を 利 用 さ

せ る た め に 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に お

い て も 行 う こ と が で き る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行

の 日 以 後 に 納 付 す べ き 使 用 料 か ら 適 用 し 、 同 日 前 に 納 付 す べ き 使 用

料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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